
北本市議会 議会報告会（第 ４6 回） 次第 

令和 ７年 10 月 25 日 (土) 

午前 ９時 30 分から 北部公民館 

 【司会進行】 広報広聴副委員長  

 

1  開 会    広報広聴委員長 

2  あいさつ  議 長  

３ 各議員による自己紹介 

４  議会報告会の進め方について 

５  【第 1 部】 定例会の報告 

（１） 令和 7 年第 3 回定例会の報告 

ア 先議・追加議案の審議概要  議会運営正副委員長 

イ 委員会付託議案の審議概要 

▷ 予算決算常任委員会の審議概要   予算決算常任正副委員長 

▷ 総務文教常任委員会の審議概要   総務文教常任正副委員長 

▷ 健康福祉常任委員会の審議概要   健康福祉常任正副委員長 

▷ 建設経済常任委員会の審議概要   建設経済常任正副委員長 

ウ 議員提出議案等の審議概要   議会運営正副委員長 

（２）質疑応答 

６ 【第 2 部】 意見交換会 

７  閉 会 
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議案の概要 
議案 
番号 件    名 要    旨 

５１ 令和６年度北本市一般会計

歳入歳出決算の認定につい

て 
（各部課） 

１ 趣旨 
⑴ 歳入決算額 
  ２７７億１，６１９万７，２００円  
⑵ 歳出決算額 
  ２６３億４，８７０万６６４円 

２ 内容 
 歳入歳出差引額は１３億６，７

４９万６，５３６円となり、この

うち１，４５８万１，０００円を

繰越明許費として、翌年度へ繰り

越す財源としたことから、１３億

５，２９１万５，５３６円を決算

剰余金として令和７年度に繰り越

した。 
５２ 令和６年度北本市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 
（こども健康部保険年金課）  

１ 趣旨 
 ⑴ 歳入決算額 
   １２億３，５４５万２，９２２円  
 ⑵ 歳出決算額 
   １１億９，９９４万７，３０６円  
２ 内容 
    歳入歳出差引額３，５５０万

５，６１６円を決算剰余金として

令和７年度に繰り越した。 
５３ 令和６年度北本都市計画事

業久保特定土地区画整理事

業特別会計歳入歳出決算の

認定について 
（都市整備部久保土地区画

整理事務所） 

１ 趣旨 

 ⑴ 歳入決算額 

   ６億９，６５７万６，３８４円 

 ⑵ 歳出決算額 

   ６億６，８７３万８，０１０円 

２ 内容 

  歳入歳出差引額は２，７８３万

８，３７４円となり、このうち４

８１万６，０００円を繰越明許費

として、翌年度へ繰り越す財源と

したことから、２，３０２万２，

３７４円を決算剰余金として令和
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７年度に繰り越した。 

５４ 令和６年度北本市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 
（こども健康部保険年金課） 

１ 趣旨 
 ⑴ 歳入決算額 
   ６４億７，４５３万２，３６５円 
 ⑵ 歳出決算額 
   ６２億７，２１５万５，２７３円 
２ 内容 
    歳入歳出差引額２億２３７万

７，０９２円を決算剰余金として

令和７年度に繰り越した。 
５５ 令和６年度北本市介護保険

特別会計歳入歳出決算の認

定について 

（福祉部高齢介護課） 

 

１ 趣旨 
⑴ 歳入決算額 
  ６０億２，４４４万２，５０１円 
⑵ 歳出決算額 
  ５７億１，０３７万１，９８９円 

２ 内容 
  歳入歳出差引額３億１，４０７

万５１２円を決算剰余金として令

和７年度に繰り越した。 
５６ 令和６年度埼玉県央広域公

平委員会特別会計歳入歳出

決算の認定について 
（埼玉県央広域公平委員会） 

１ 趣旨 
 ⑴ 歳入決算額 
   ５１万１，７７１円 
 ⑵ 歳出決算額 
   ２８万６９８円 
２ 内容 
  歳入歳出差引額２３万１，０７

３円を決算剰余金として令和７年

度に繰り越した。 
５７ 令和６年度北本市公共下水

道事業会計決算の認定につ

いて 
（都市整備部建設課） 

１ 趣旨 
 ⑴ 収益的収入及び支出決算額 
  ア 下水道事業収益 
    １１億４，１４１万７，９１０円 
  イ 下水道事業費用 
    １０億３，８０４万８，３９４円 
 ⑵ 資本的収入及び支出決算額   

  ア 下水道事業資本的収入 
    ２億９５９万５，５４０円 
  イ 下水道事業資本的支出 
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    ５億５，９８１万４，５２３円 
２ 内容 
    当年度純利益は８，５７０万

９，７２７円となった。 
５８ 北本市職員の旅費に関する

条例等の一部改正について 
（総務部総務課） 

１ 趣旨 
 国家公務員等の旅費に関する法

律等の一部改正を踏まえ、旅費制

度の見直し等をするもの 
２ 内容  
 ⑴ 北本市職員の旅費に関する条

例の一部改正（第１条関係） 
  ア 事務手続の簡素化（第２条

ほか） 
イ 実態・運用に即した規定の

整備（第７条ほか） 
ウ 法定額と実勢価格の乖離の

解消（第１１条ほか） 
⑵ 市長及び副市長の給与等に関

する条例の一部改正（第２条関

係） 
 実態・運用に即した規定の整

備等（第６条） 
⑶ 北本市教育委員会教育長の給

与等に関する条例の一部改正

（第３条関係） 
 実態・運用に即した規定の整

備等（第６条） 
⑷ 証人等の実費弁償に関する条

例の一部改正（第４条関係） 
  実態・運用に即した規定の整

備等（第２条） 
３ 施行期日等 

⑴ 施行期日（附則第１項） 
令和８年４月１日 

 ⑵ 経過措置（附則第２項） 
５９ 北本市職員の育児休業等に

関する条例及び北本市職員

の勤務時間、休日及び休暇

１ 趣旨  
  地方公務員の育児休業等に関す

る法律等の一部改正を踏まえ、部
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に関する条例の一部改正に

ついて 
（総務部総務課） 

分休業制度の拡充、育児に係る両

立支援制度を利用しやすい勤務環

境の整備等を行うもの 
２ 内容 
 ⑴ 北本市職員の育児休業等に関

する条例の一部改正（第１条関係） 
部分休業制度の拡充等（第２

２条ほか） 
 ⑵ 北本市職員の勤務時間、休日

及び休暇に関する条例の一部改

正（第２条関係） 
  ア 妊娠、出産等についての申

出をした職員等に対する意向

確認等（第１５条の３） 
  イ 規定の整備（第１５条の

４・第１５条の５） 
３ 施行期日等 

⑴ 施行期日（附則第１項） 
  令和７年１０月１日 
⑵ 経過措置（附則第２項） 

６０ 北本市印鑑条例の一部改正

について 
（市民経済部市民課） 

１ 趣旨 
  性的少数者の人権に配慮するた

め、印鑑登録原票の登録事項等か

ら男女の別を削除するもの 
２ 内容 

⑴ 印鑑登録原票の登録事項の変

更（第６条） 
⑵ 印鑑登録証明書の記載事項の

変更（第１１条） 
３ 施行期日等 
 ⑴ 施行期日（附則第１項） 

 令和７年１１月２５日 
 ⑵ 経過措置（附則第２項） 

６１ 北本市個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関す

る条例の一部改正について 
（福祉部共生福祉課） 

１ 趣旨 
  行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関

する法律の一部改正等を踏まえ、

個人番号を利用することができる
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事務を見直すもの 
２ 内容 
  個人番号を利用することができ

る事務の見直し（別表第１・別表

第２） 
３ 施行期日 
  公布の日 

６２ 北本市重度心身障害者医療

費支給条例の一部改正につ

いて 
（福祉部障がい福祉課、こ

ども健康部子育て支援課） 

１ 趣旨 
  埼玉県の重度心身障害者医療費

支給事業補助金交付要綱の一部改

正に伴い、受給対象者を拡大する

とともに規定を整備するもの 
２ 内容 
 ⑴ 重度心身障害者の定義に精神

障害者保健福祉手帳２級所持者

等を追加（第２条） 
 ⑵ 規定の整備（第２条ほか） 
３ 施行期日等 

⑴ 施行期日（附則第１項） 
  令和８年１月１日ほか 

 ⑵ 経過措置（附則第２項） 
 ⑶ 準備行為（附則第３項） 

⑷ 北本市こども医療費の支給に

関する条例の一部改正（附則第

４項） 
⑸ 北本市ひとり親家庭等医療費

の支給に関する条例の一部改正

（附則第５項） 
６３ 北本市子ども・子育て会議

条例の一部改正について 
（こども健康部子育て支援

課、こども健康部保育課） 

１ 趣旨 
 児童福祉法の一部改正を踏ま

え、子ども・子育て施策の総合的

かつ計画的な推進を図るため、規

定を整備するもの 
２ 内容 

庶務担当課の変更（第６条） 
３ 施行期日 
  令和７年１０月１日 

６４ 北本市の議会の議員及び長 １ 趣旨 
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の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例の一

部改正について 
（選挙管理委員会事務局） 

 公職選挙法施行令の一部改正を

踏まえ、北本市の議会の議員及び

長の選挙における選挙運動の公営

に要する経費に係る限度額を引き

上げるもの 
２ 内容 

⑴ 選挙運動用ビラの作成の公営

に要する経費に係る限度額の引

上げ（第９条・第１０条） 
⑵ 選挙運動用ポスターの作成の

公営に要する経費に係る限度額

の引上げ（第１３条） 
３ 施行期日等 

⑴ 施行期日（附則第１項） 
公布の日 

 ⑵ 経過措置（附則第２項） 
６５ 令和６年度北本市公共下水

道事業会計未処分利益剰余

金の処分について 
（都市整備部建設課） 

 令和６年度北本市公共下水道事業

会計未処分利益剰余金の一部を減債

積立金に積み立てること等につい

て、地方公営企業法第３２条第２項

の規定により、議会の議決を求める

もの 
６６ 人権擁護委員候補者の推薦

について 
（総務部人権推進課） 

現委員の奥山美穗氏の任期満了に

伴い、引き続き同氏を推薦するため

議会の意見を求めるもの 
６７ 人権擁護委員候補者の推薦

について 
（総務部人権推進課） 

現委員の松本光男氏の任期満了に

伴い、新たに森田直樹氏を推薦する

ため議会の意見を求めるもの 
６８ 令和７年度北本市一般会計

補正予算（第５号） 
（各部課） 

１ 趣旨 
 ⑴ 補正前の額 
   ２８４億７，１００万４千円 
  ⑵ 補正後の額 
   ２９３億４，４０９万６千円 

歳入歳出それぞれ８億７，３０

９万２千円を追加 
２ 内容 

歳出については、新たな事務事

業費の計上に伴う所要額の補正等
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を行い、歳入については、普通交

付税の確定に伴う所要額を補正

し、令和６年度歳入歳出の確定に

伴う繰越金の所要額の補正等を行

うとともに、財政調整基金繰入金

を減額し、補正予算収支の均衡を

図った。 
６９ 令和７年度北本市後期高齢

者医療特別会計補正予算

（第１号） 
（こども健康部保険年金課）

１ 趣旨 
 ⑴ 補正前の額 
   １２億８，６３０万円 
 ⑵ 補正後の額 
   １３億２，５０５万５千円 

歳入歳出それぞれ３，８７５万

５千円を追加 
２ 内容 

歳出については、子ども・子育

て支援金制度の対応に伴うシステ

ム改修に要する経費を計上すると

ともに、後期高齢者医療広域連合

納付金を増額し、歳入について

は、一般会計繰入金を増額すると

ともに、令和６年度歳入歳出の確

定に伴う繰越金の所要額の補正を

行い、補正予算収支の均衡を図っ

た。 
７０ 令和７年度北本都市計画事

業久保特定土地区画整理事

業特別会計補正予算（第１

号） 
（都市整備部久保土地区画

整理事務所） 

１ 趣旨 
 ⑴ 補正前の額 
   １１億１，９２０万円 
 ⑵ 補正後の額 
   １１億１，９２０万円 

歳入予算の補正のみ。歳入歳出

総額に変更なし 
２ 内容 

令和６年度歳入歳出の確定に伴

う繰越金の所要額の補正を行うと

ともに、一般会計繰入金を減額

し、補正予算収支の均衡を図っ

た。 
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７１ 令和７年度北本市国民健康

保険特別会計補正予算（第

１号） 
（こども健康部保険年金課）

１ 趣旨 
 ⑴ 補正前の額 
   ６３億５，１８０万円 
 ⑵ 補正後の額 
   ６４億５，９７７万４千円 

歳入歳出それぞれ１億７９７万

４千円を追加 
２ 内容 

歳出については、国民健康保険

財政調整基金積立金を増額し、歳

入については、令和６年度歳入歳

出の確定に伴う繰越金の所要額の

補正を行うとともに、国民健康保

険財政調整基金繰入金を減額し、

補正予算収支の均衡を図った。 
７２ 令和７年度北本市介護保険

特別会計補正予算（第２

号） 
（福祉部高齢介護課） 

１ 趣旨 
 ⑴ 補正前の額 
   ６３億４，０５８万９千円 
 ⑵ 補正後の額 
   ６５億４，７８７万９千円 

歳入歳出それぞれ２億７２９万

円を追加 
２ 内容 

歳出については、事業費の確定

に伴う所要額の補正を行うととも

に、保険給付費支払基金積立金を

増額し、歳入については、令和６

年度歳入歳出の確定に伴う繰越金

の所要額の補正等を行うととも

に、保険給付費支払基金繰入金を

減額し、補正予算収支の均衡を図

った。 
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報告の概要 
報告 
番号 件    名 要    旨 

８ 令和６年度北本市財政の健

全化判断比率の報告につい

て 
（政策推進部財政課） 

令和６年度北本市財政の健全化判

断比率について、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律第３条第１

項の規定により、監査委員の意見を

付けて報告するもの 
９ 令和６年度北本市公営企業

の資金不足比率の報告につ

いて 
（都市整備部建設課） 

 

令和６年度北本市公営企業の資金

不足比率について、地方公共団体の

財政の健全化に関する法律第２２条

第１項の規定により、監査委員の意

見を付けて報告するもの 
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追加議案の概要 
議案 
番号 件    名 要    旨 

７３ 埼玉県央広域公平委員会委

員の選任について 
（政策推進部市長公室） 

前委員の溝尾孝氏の後任として益

城英一氏を選任するため議会の同意

を求めるもの 
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議提第６号 

 

 

インボイス制度に関する経過措置の延長を求める意見書 

 

 

会議規則第１４条の規定により、インボイス制度に関する経過措置の延長

を求める意見書を次のとおり提出する。 

 

 

  令和７年９月２６日 提出 

 

提出者 北本市議会議員  桜 井   卓 

賛成者 北本市議会議員  毛 呂 一 夫 

賛成者 北本市議会議員  村 田 裕 子 

                  

                  

 北本市議会議長 保 角 美 代  様 
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インボイス制度に関する経過措置の延長を求める意見書 

 

 一昨年 10 月に、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として適格請求

書等保存方式（インボイス制度）が導入された。課税事業者（適格請求書発

行事業者）は消費税の申告・納税が義務付けられるため、消費税の納税が必

要となるだけでなく、適格請求書の発行や税額計算などの事務負担が増大す

ることとなった。 

 課税期間の基準期間における課税売上高が一千万円以下の事業者は消費

税の納税義務が免除されるが、免税事業者との取引では仕入税額控除が受け

られないため、課税事業者から取引を差し控えられたり、消費税分の値引き

を要求されたりする恐れがある。免税事業者からの課税仕入れについては、

令和８年９月 30 日までは 80％の控除を認める経過措置が講じられている

が、令和８年 10 月１日以降は 50％控除に縮小され、令和 11 年 10 月以降は

控除が認められなくなる。経過措置がなくなれば、免税事業者が商取引から

排除される懸念が生じるし、課税事業者になったとしても税負担や事務処理

の負担が増大することとなる。 

 また、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として

課税事業者になった場合、仕入税額控除の金額を特別控除税額とすることが

できる２割特例の負担軽減措置が講じられているが、適用できる期間は令和

８年９月 30 日までの日の属する各課税期間となっている。事務負担を軽減

する制度として、簡易課税制度が設けられているものの、飲食店業を除くサ

ービス業など第５種事業のみなし仕入率は 50％、建設業・製造業などの第

３種事業でも 70％であり、２割特例と比較して仕入れに係る消費税額は減

少することとなる。 

 エネルギー価格や原材料費等の物価高騰が長期化し、人材不足が深刻化す

る中で、小規模事業者の経営環境は一層の厳しさを増しており、インボイス

制度に関する各種経過措置が予定どおり縮小又は廃止された場合、税負担や

事務負担の増大により、一人親方をはじめとした多くの小規模事業者が廃業

に追い込まれ、我が国の経済の発展にも大きな支障を来すことが懸念される。 

 よって、国においては、インボイス制度に関する免税事業者等からの仕入

れに係る経過措置及び小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置（２割

特例）を延長することを強く要望する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

提出先 

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、 

 経済産業大臣、内閣官房長官、経済財政政策担当大臣 
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議提第７号 

 

 

生活保護基準引下げ処分取消等請求訴訟の最高裁判決に基づき 

速やかな被害回復措置等を求める意見書 

 

 

会議規則第１４条の規定により、生活保護基準引下げ処分取消等請求訴訟

の最高裁判決に基づき速やかな被害回復措置等を求める意見書を次のとお

り提出する。 

 

 

  令和７年９月２６日 提出 

 

提出者 北本市議会議員  桜 井   卓 

賛成者 北本市議会議員  小久保 博 雅 

賛成者 北本市議会議員  毛 呂 一 夫 

賛成者 北本市議会議員  湯 沢 美 恵 

賛成者 北本市議会議員  村 田 裕 子 

賛成者 北本市議会議員  中 村 洋 子 

                  

                  

 北本市議会議長 保 角 美 代  様 
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生活保護基準引下げ処分取消等請求訴訟の最高裁判決に基づき 

速やかな被害回復措置等を求める意見書 

 

 厚生労働大臣は平成 25 年から平成 27 年にかけて生活保護法による保護

の基準のうち生活扶助基準の改定を行い、この改定に基づき各自治体の福祉

事務所長は生活扶助の支給額を減額する保護変更決定処分を行った。この処

分について、埼玉県をはじめ全国 29 都道府県において生活保護利用者ら

1,027 名が各自治体に対し保護変更決定の取消しを求めるとともに、国に対

し国家賠償法１条１項に基づく損害賠償を求めて提訴したところ、今年６月

27 日、最高裁判所は厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫

用があり違法であるとして、各自治体の保護変更決定処分を取り消す判決を

言い渡した。 

 この判決に従い、国は速やかに生活保護利用者の被害を回復しなければな

らないはずであるが、最高裁判決からすでに２か月が経過しているにもかか

わらず、国は未だ同訴訟の原告をはじめとする生活保護利用者への謝罪や保

護費の遡及支給などの被害回復の措置をとらず、違法状態を放置している。 

 生活保護利用者の多くは高齢者や障がい者、傷病者であり、数百万人の生

活保護利用者が 10 年以上にわたって違法な基準の下で最低限度未満の生活

を強いられ、今もなお生存権や個人の尊厳を侵害され続けている状態にある

ことから、最高裁判決に基づきすべての生活保護利用者の被害回復を一刻も

早く行うことが切実に求められる。 

 また、生活保護基準は就学援助などの諸制度と連動しており、違法とされ

た生活保護基準の引下げに伴いこれらの諸制度の対象者への悪影響も生じ

ていることから、同影響の調査及び被害の回復も速やかに行うべきである。 

 よって、国に対して、被害者たるすべての生活保護利用者への謝罪及び保

護費の遡及支給等被害回復の措置を速やかに講じること並びに生活扶助基

準と連動する諸制度への影響の調査と被害回復を図ることを強く要請する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

提出先 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、法務大臣、 

財務大臣 
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